
令和５年度介護保険サービス事業者等に対する集団指導 

西宮市からの伝達事項【資料 7-1】 

 

伝達事項（高齢介護課） 

 

Ⅰ ケアマネジメントに関する基本方針について 

西宮市では、介護保険の基本理念に基づき、ケアマネジメントとは高齢者の自立支援、

重度化防止及び生活の質（QOL）の向上に資するものと定義し、ケアマネジメントのあり

方を本市と介護支援専門員及び地域包括支援センター職員とで共有するとともに、ケアマ

ネジメントの質を向上させることで、よりよい介護保険制度の運営を図るため、ケアマネ

ジメントに関する基本方針を定めました。 

 

詳細については、別添「西宮市自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントにかかる

基本方針」及び市ホームページ（ページ番号：81248137）をご参照ください。 

 

Ⅱ 家事援助限定型訪問サービスについて 

 家事援助限定型訪問サービスについて、以下のとおり、実施の目的等の再周知を行います

ので、ご確認の上、適正な運営にご協力をお願いいたします。 

詳細については、「介護予防・日常生活支援総合事業の手引き（共通版）」及び「家事援助

限定型訪問サービスの手引き」をご参照ください【市ホームページ（ページ番号：18014213）

に掲載しております】。 
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Ⅲ ケアプランへの災害避難情報の記載について（依頼） 

近年、地震や台風、土砂災害など、市内においても災害が発生しています。災害時に支援

を必要とする方については、日ごろから家族やサービス事業所等と災害に備えた話をする

ことが大切です。 

防災に関する意識を高めるため、ケアプランに災害避難情報（緊急連絡先や避難所情報）

を記載するなどのご協力をいただきますようお願い申し上げます。 

 

詳細については、市ホームページ（ページ番号：80995003）をご参照ください。 

 

以 上 

 

【問合せ先】 

西宮市 高齢介護課 

給付・適正化チーム 

℡0798-35-3048 
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